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記 者 会 見 資 料 

令和８年２月 19 日 

 

 

 

 

１ ベビーシッター利用支援事業の実施  

日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育等が必要となった保護者に対

し、都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用した場合の費用助成を令和８年

７月から実施します。 

（１）概要 

ア 対象児童 

満６歳に達する年度の末日まで（障害児、ひとり親、多胎児の場合は、満

12歳に達する年度の末日まで） 

イ 利用可能日 

365日（土曜日、日曜日、祝日及び年末年始も利用可能） 

ウ 利用時間上限 

児童１人当たり年 144 時間（障害児、ひとり親、多胎児の場合は、児童１

人当たり年 288時間） 

エ 助成額（1時間当たり） 

午前７時から午後 10 時まで 2,500円（上限額） 

午後 10時から午前７時まで 3,500円（上限額） 

 

（２）予算額（案） 5,198万円 

 

【問い合わせ先】子ども若者部 幼児教育・保育課（TEL：042-497-4926） 

 

２ 認定こども園の支援 

誰一人取り残さない切れ目のない支援を推進するため、私立幼稚園から認定こど

も園への移行を支援します。 

 

（１）予算額（案） 4,462万円 

 

【問い合わせ先】子ども若者部 幼児教育・保育課（TEL：042-452-6777） 

 

 

 

子どもにやさしいまち 

～子どもがど真ん中～ 

西東京市 
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３ 多胎児家庭の移動経費補助事業を創設 

育児の負担が特に大きい多胎児家庭への支援として、市の母子保健事業等を利用

するために外出する際のタクシー利用料金を補助する事業を創設します。 

多胎児を養育するご家庭が、安心して子育てをできる環境の整備に取り組みます。 

 

（１）対象 

 令和７年４月１日から令和９年３月 31 日までの期間に出生した（する）多胎児

を養育する、西東京市在住の保護者 
 

（２）補助額 

  １世帯あたり年１回 24,000円 

  ※０歳児、１歳児の年齢ごとに１回ずつ申請することができます。 

 

（３）申請方法 

  申請書を子ども家庭課に提出後、保健師等との面接を受けていただきます。 

  ※対象となる方には、市からご案内をします。 

 

（４）予算額（案） 145万円 

 

【問い合わせ先】子ども若者部 子ども家庭課（TEL：042-439-3511） 

 

４ 中高生特化型児童館の整備 

（１）概要 

市南部地域の田無柳沢児童センターを改修し、中高生年代の活動を支援する「居

場所」としての役割を付加した中高生特化型児童館に整備します。 

「学び」と「つながり」を中心に捉えた拠点として、中高生年代の意見を取り入

れながらリニューアルします。 

ア 学習支援スペースの強化 

２階を、「学習エリア」として改修し放課後に安心して学習できる空間にします。 

イ 協働・交流型の学びの場 

グループワークやワークショップなどにも対応可能なスペースを設置。 

ウ 飲食可能な交流スペース 

軽食を取れる空間を整備し、「食」を通じた居場所づくりを促進します。 

 

（２）予算額（案） 9,327万 1千円 

 

【問い合わせ先】子ども若者部 児童青少年課（TEL：042-460-9843） 
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５ 田無第三中学校及び保谷第一小学校の建替え 

学校施設個別施設計画に基づき、学校施設の建替えに向けた検討を進めています。 

子どもたちの教育環境の向上や地域とともにある学校づくりに向けて、計画的な学

校施設の環境整備を進めます。 

（1）田無第三中学校校舎等建替事業 

ア 基本計画の策定等 

    新校舎の配置や規模等の検証、平面計画の作成などを行います。 

イ 予算額（案） 3,113万７千円 基本計画策定等支援委託料 

                       15万５千円 建替協議会委員謝金 

          
（2）保谷第一小学校校舎等建替事業 

ア 基本構想・基本計画の策定等 

学校の将来像や建替コンセプト等を示す基本構想及び地域特性に応じた施設

の複合化の検討を踏まえ、新校舎の配置や規模等の検証、平面計画の作成などを

行います。 

イ 予算額（案） 2,066万 4千円 基本計画策定等支援委託料 

            14万５千円 建替協議会委員謝金 

 

【問い合わせ先】教育部 教育企画課（TEL：042-420-2822） 

 

６ 給食室の環境整備 

安全で美味しい給食の安定的な提供に向け、給食室の環境整備に取り組みます。 

（1）調理機器・器具の整備 

ア 真空冷却器の導入（食中毒予防に効果） 

イ 破損しにくい器具の導入（異物混入予防に効果） 

ウ 老朽化した調理機器の更新（異物混入予防・調理環境の向上に効果） 

（２）空調設備導入に向けた工事及び設計 

ア 親子給食調理を行う小学校 8校（空調設備設置工事の実施） 

イ 単独調理を行う小学校 8校（令和 9年度空調設備設置に向けた設計） 

※ 本工事の実施により、市内調理校全 19校への空調設備設置が完了します。 

（３）予算額（案） 

  ア 調理機器・器具の整備  1憶 5,985万円 

  イ 空調設備導入に向けた工事及び設計 3億 9,179万円 

 

【問い合わせ先】教育部 学務課（TEL：042-420-2825） 
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７ 教育環境の整備 

（1）猛暑対策 

  近年の猛暑による暑さ対策として、教室等へ空調設備の増設や遮熱フィルムを設

置するほか、老朽化した空調設備を更新し快適な学習環境を整備します。 

ア 普通教室の空調設備増設等  小学校 6校、中学校 5校 

イ 普通教室の空調設備更新    小学校 6校、中学校 2校 

ウ 特別教室の空調設備の更新等 中学校 3校 

 

（２）トイレ環境の改善 

衛生的で明るいトイレ環境の整備に向けて、田無第二中学校のトイレ（男性用 7

か所・女性用 7か所の計 14か所）の環境を整備します。 

・主な改修内容 

  明るい環境：トイレブースごとに照明を設置 

  衛生的な環境：空気清浄機の設置、手洗い場の増設 

  プライバシーの確保：ドア・トイレブースの改修 

 

（３）予算額（案） 

  ア 猛暑対策     9,113万円 

  イ トイレ環境の改善 4,354万円 

 

【問い合わせ先】教育部 学務課（TEL：042-420-2823） 

 

８ 部活動の地域展開  

西東京市では、国や東京都の動向を踏まえ、教員の働き方改革の推進を図りなが

ら、将来にわたって生徒が継続的にスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保・

充実していくことを目的として、部活動の地域展開に向けた試行的な取組を進めま

す。 

 

（１）事業内容 

休日における部活動の地域展開に向けた取組を中学校校長会とともに推進し、令

和８年度は、市内で１つの運動部活動を試行的に実施する。 

民間団体等に地域クラブ活動の運営を委託し、民間団体等の責任者を上長として

学校教育活動外の活動としての地域クラブ活動を実施する。 

 

（２）予算額（案） 126万円 

 

【問い合わせ先】教育部 教育指導課（TEL：042-420-2827） 


